
〇今後の見込み
令和８年４月 46か所（▲4か所令和５年８月公表）

令和９年４月 42か所（▲4か所令和６年８月公表）

令和10年４月 39か所（▲3か所令和５年８月(1か所)・令和７年８月(2か所)公表）
令和13年４月 35か所（令和８年度以降、▲4か所公表予定）

公立・私立が相まって取り組みを進める必要があるため、本市と
して民間保育所の取り組みを支援しつつ、公立保育所（直営）にお
いては、残る35か所を『地域の子育て支援の拠点』と位置づけ、次
の取り組みを進めていく。

公立保育所将来ビジョン（概要版） 令和８年３月 大阪市こども青少年局

１ 策定の趣旨 (p.1)

２ 大阪市の保育行政の変遷と新たな方向性 (p.1～4)

３ 地域の子育て支援の拠点としての公立保育所 (p.5)

近年、少子化が進行し、地域や家庭における養育力の低下、被虐待児童の増加など、こどもと子育て家庭をめぐる課題は多様化、深刻化しており、大阪市の公立保育所
においても、保育所を利用する児童や保護者への支援を中心にした「保育所」から、地域のニーズに応じた子育て支援の場としての「保育所」へ、保育所のあり方そのも
のが大きな転換期を迎えている。
このような社会の変化を踏まえ、直営保育所として残る35か所の公立保育所のすべてが地域の子育て支援の拠点として、担うべき機能と果たすべき役割を明確にするた

め、このビジョンを策定することとした。

１ 昭和時代の保育所 

昭和30年代より急速に保育所が発展し、昭和55年には公立150か所、私立153か所※1となり、公立・私
立が相まって、保育行政の推進に取り組んできた。

２ 待機児童対策と運営主体の多様化

平成26年度より株式会社等にも保育所の設置を認めて民間保育所等の整備強化を図るとともに、本市独
自の保育人材確保策を大幅に拡充することなどにより、待機児童数は大幅に減少し、令和７年度において
はゼロとなった（利用保留児童数は依然として増加傾向）。

＜民間保育所等（認可外保育施設を含む） H15年度末※2 200か所 ⇒ R7年4月 1,336か所＞

４ 保育施策の「量」から「質」への転換

保育を必要とする児童の受け入れは進んだが、近年、不適切な保育や保育中の事故等が社会的に問題と
なり、これまで以上に保育の質の向上や安全・安心な保育の確保が求められている。国の「保育政策の新
たな方向性」（令和６年12月公表）において、保育所に地域全体の子育て支援機能の強化が求められるこ
ととなったため、本市においても、公立・私立が相まって取り組みを進める必要があるが、施策推進のた
め、公立保育所が率先して取り組んでいく。

国の「保育政策の新たな方向性」（令和６年12月公表）を踏まえ

(1)地域の多様なニーズに応じた子育て支援サービスの充実

(2)関係機関と連携したセーフティーネットの強化

(3)大阪市の保育施策の実践と検証、人材育成

(4)災害発生時に備えた福祉的機能の強化と支援体制の確保

公立保育所における取組みの柱

【公立保育所（直営）として残る35か所】

〇これまでの実績（▲85か所）
平成15年度末 135か所
平成24年４月 81か所
令和４年４月 55か所
令和７年４月 50か所

※2 H15年度末については、届出制実施前のため認可外保育施設を除く。

※1 認可外保育施設を除く。

３ 公立保育所の民営化

平成24年７月公表の「市政改革プラン」で示された方針に基づき、公立保育所の民間移管を進め、令和
４年３月に「公立保育所民営化推進計画」を策定し、令和12年度末までに公立保育所（直営）を35か所に
することをめざして現在取組みを進めている。



〇直営保育所として残る35か所の建替計画を策定し、早期の環境改善や求められる
機能と役割を効率的に果たしていけるように取り組む。

○建替えにあたり、市費負担の軽減のため、ＰＦＩなど官民連携も１つの手法であり、
複数の保育所建替えを一括発注する等の工夫によりその活用の可能性を広げる。

今後、様々な規模の風水害、地震・津波等が発生することが想定されるが、そのよう
な中でも、深刻な被害を免れた公立保育所においては、災害の状況を踏まえて臨機応変
に体制を構築しつつ、災害復旧等に従事する保護者のこどもを預かる応急保育や代替保
育の実施に加え、関係機関と連携・協働し、一時的な福祉避難所としての活用など、地
域における保育の支援体制の中核的な役割を積極的に担っていく必要がある。

４ 公立保育所が担うべき機能と役割 (p.6～15)

(1)地域の多様なニーズに応じた子育て支援サービスの充実 (p.6～9)

５ 働きやすい職場環境づくり (p.16～17)

６ 機能と役割を果たせる施設環境の整備(p.18～19)

未就園児を含め、子育て家庭の多くが「孤立した育児」の中で不安や悩みを抱えて
おり、全ての子育て家庭に対して、支援の強化が求められている。そのため、公立保
育所においては、これまで以上に、多様なニーズに応じた子育て支援サービスを充実
していく必要がある。

公立保育所に求められる役割を担い続けるには、それを支える人材の確保が不可
欠である。
近年課題となっている若年層の離職を減少させるためには、施設面における環境

整備、事務作業の軽減など、職員が目標をもって長く働き続ける環境づくりに引き
続き取り組んでいく。

(3)大阪市の保育施策の実践と検証、人材育成(p.12～13)

保育施策を実践し、有効性を検証する場として公立保育所の存在が不可欠である。
また、民間保育所等への指導・監査及び巡回指導・研修等の実施は大阪市の責務で

あり、これらを実施していくためには、保育経験・知識を有する人材が必要不可欠で
ある。今後も、公立保育所は、保育を取り巻く状況や地域の現状を分析するとともに、
専門性の高い人材を育成し、大阪市全体の保育の質の向上につなげていく必要がある。

(4)災害発生時に備えた福祉的機能の強化と支援体制の確保 (p.14～15)

(2)関係機関と連携したセーフティーネットの強化 (p.10～11)

近年、虐待を受けた児童や障がい児、外国につながる児童が増加しており、支援の
内容も多様化している。今後も局・区役所・こども相談センター等、大阪市の他の部
署とのネットワ－クを活用し、より一層の連携を行うとともに、民間保育所等での受
け入れを支援し、公立民間双方のセ－フティーネットとしての機能を強化していく必
要がある。

〇地域子育て相談機関
〇こども誰でも通園制度
〇一時預かり事業

〇休日保育

環境の整った保育所から実施し、スペースのない
保育所は建替え時にスペースの確保を行い、ニー
ズに応じて事業の拡充をめざす。

保育士の負担軽減を図りつつ、公民相まっての実
施を継続する。

〇応急保育の実施に加え、民間保育所等に率先して代替保育を実施し、通常保育に従
事していない子育て支援センター等の職員を活用し、可能な限りの受け入れを行う。

〇福祉避難所の対応など、スペースのない保育所は、建替え時にスペースを確保する。

〇障がい児・医療的ケア児 民間保育所等への受け入れ促進に取り組み、公立保育所
の建替え時に医務室等を整備し、環境改善とさらなる受
け入れ強化をめざす。

〇虐待のおそれのある児童 公立保育所で培ってきたノウハウを民間保育所等と共有
し、スキルアップを支援する。

〇外国につながる児童 円滑なコミュニケーションを図るため、説明会等で翻訳
機や通訳を活用するとともに、小学校への引継ぎ・連携
を丁寧に行っていく。

〇公立保育所で蓄積したノウハウを生かし、大阪市全体の保育の質の向上をめざす。
〇高い専門性を備えた人材育成に取り組む。

〇建替の際は、職員の負担軽減と働きやすさに配慮した職場環境づくりを行う。

〇その職務に応じた職責になるようなキャリアパスを構築する。

方向性

全体の８割が築45年以上である施設状況にあって、これから担うべき機能と役割を
果たしていくことが困難となっている公立保育所が「地域の子育て支援の拠点」とし
て機能していくため、施設整備を計画的に行っていく必要がある。

保育士

主務保育士

保育主任

保育所長

1～9年目

10～14年目

15～17年目

18年目以降

・基礎的な保育を実践し、保育に
ついての理解を深める。

・クラスのリーダー保育士として
クラスを運営。

・保育所全体の保育士リーダーと
して、後輩職員に助言・指導。

・保育所運営全体の統括・責任者
として、職員、施設を管理。

本市における保育士のキャリアパス（年数は最短のイメージ）

方向性

方向性
方向性

方向性

方向性

７ スケジュール(p.20)

地域子育て相談機関
こども誰でも通園制度
災害時の保育対応等

建替え※

R8 R9 R26末

スペースのある保育所で
は、令和８年度末までを
目途に取り組みを開始。

PFIやDB、リース等の
官民連携を踏まえた
事業スキームを検討

事業スキームの検討結果を基に、築年数も考慮しつつ
R26年度末までにすべての建替えの完了を目指す。
⇒現保育所建物の築年数が65年程度で建替え完了予定。

スペースのない保育所は、建替え時にスペースを確保
し、速やかに取り組みを開始。

保育所長の職務・職
責の変化等に対応し
た魅力あるキャリア
パスを構築するため、
令和８年度から組織
体系や保育所長の職
階等の見直し（副所
長の設置・保育所長
の職階を課長代理級
に引上げ等）を実施
※本市人事委員会勧
告で意見あり

※・築年数45年以上の施設のうち、
特定の24施設を対象として作成して
おり、その他の施設は別途検討
・アセットマネジメントの視点を踏
まえ、個別に複合化の可否を検討
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